
令和５年

4月6日(木)～4月15日(土)
とびださない
　　いったんとまって
　　　　　　　みぎひだり

主唱　群馬県交通対策協議会
群馬県・群馬県警察・群馬県交通安全協会

（事務局　群馬県県土整備部道路管理課交通安全対策室）

広く県民に交通安全思想と正しい交通ルール・マナーの普及・浸透を図り、
交通事故を防止する。

令和４年度ＪＡ共済群馬県小・中学生交通安全ポスターコンクール入賞作品
高崎市立中川小学校（入賞当時１年生）村上 愛珠さんの作品

● 通学路等の交通安全の確保
● 交通安全教育の推進



【１】　街頭における交通安全指導の強化
■　保育園・幼稚園・学校では
　園児や児童・生徒（以下、「児童等」という。）に安全な通学・通園を習慣づけるために、ＰＴＡ等と協力し
て横断歩道・通学路等における交通安全指導・保護誘導活動を強化する。

■　地域では
ア　通学路等の主要地点に交通指導員等を配置し、児童等に対して正しい通行と安全な横断方法等について
現場指導を実施する。
イ　車両の直前直後の横断や路上遊戯等の交通ルールを守らない児童等を見かけた場合、その場で注意する
など、地域ぐるみで交通安全指導を実施する。

【２】　「交通安全総点検」の実施
■　地域では
　地域住民及び関係機関・団体と連携し、通学路等を中心とした｢交通安全総点検｣を実施し、交通危険箇所
の発見と改善に努める。

【３】　危険を予測した「かもしれない運転」の励行
■　運転者は
ア　道路を横断しようとする児童等を見かけた場合は、一時停止して道を譲る等、児童等の交通弱者の安全
と保護優先の運転をする。
イ　不用意な飛び出しや予想外の行動をとる児童等がいることを予測し、十分な安全確認を行うとともに、
状況に応じて減速・徐行するなどの「かもしれない運転」を励行する。

【１】　入学式等における交通安全教育の実施
■　保育園・幼稚園・学校では
　入学式や入園式等の機会を利用し、児童等と保護者に対する「参加・体験・実践型」の交通安全教室を開催し、
交通安全意識を高める。

【２】　心身の発達段階に応じた交通安全教育
■　保育園・幼稚園・学校では
ア　園児に対しては、道路の正しい歩き方、横断の仕方、信号機の見
方等、基本的な交通ルールを重点とした交通安全教育を推進し、歩
行者として安全に道路を通行できる能力を身につけさせる。
イ　児童に対しては、基本的な交通ルールに加え、見通しの悪い交差
点の通行方法など、道路環境に応じた危険予測・回避の方法につい
て指導する。
ウ　中学生及び高校生に対しては、通学手段毎に、具体的な交通安全
指導の徹底を図る。
エ　自転車利用者に対しては、「自転車安全利用五則」を活用して、交通ルール、マナーの遵守、実践を指導
するとともに、自転車保険等の加入と乗車用ヘルメット着用の重要性を理解させる。
オ　朝礼・ホームルーム・学級活動等の時間を活用した交通安全に関する指導を機会あるごとに実施する。

■　家庭では
ア　こどもの交通安全は、家庭内における交通安全教育が重要であることから、保護者が交通ルールの遵守
と交通マナーを実践し、こどもの模範となるよう心がける。
イ　シートベルト及びチャイルドシート着用の必要性と効果について話し合い、正しい着用を習慣づける。

１　車道が原則、左側を通行
　　歩道は例外、歩行者を優先
２　交差点では信号と一時停止
　　を守って、安全確認
３　夜間はライトを点灯
４　飲酒運転は禁止
５　ヘルメットを着用

自転車安全利用五則


